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本研 究 の 目的 は 、 新疆 ウ イ グル 自 治 区 （ 以 下 、新 疆 ） にお け る 自然 環 境 の保

護・ 改 善 を目 的 と する 地 方 環境 立 法 につ い て 、そ の 国 法上 の 位 置づ け （ 地方 立

法の 法 的 枠組・沿 革 ）、法 体系 、具 体的 立 法内 容 、及び 執 行 の 状 況 を 明 らか に し 、

新疆 に お ける 地 方 環境 立 法 の今 後 の 課題 を 示 すこ と で あっ た 。 そし て 、 本論 文

では そ の 目的 を 以 下の よ う に達 成 し た 。  

１、 国 法 上の 位 置 づけ （ 地 方立 法 の 法的 枠 組 ・沿 革 ） につ い て  

 自 治 区 内の 人 民 代表 大 会 及び そ の 常務 委 員 会並 び に 人民 政 府 が制 定 し うる 地

方立 法 の 種類 を、中 華人 民 共 和国 の「憲 法」「 地 方 組織 法 」「 立法 法 」「 民族 区 域

自治 法 」 を根 拠 に 明ら か に した 。 具 体的 に は 、 ① 新 疆 ウイ グ ル 自治 区 人 民代 表

大会 が 、「 地 方 性 法 規 」（ 常 務 委 員 会 も 制 定 権 あ り ）「 自 治 条 例 」「 単 行 条 例 」、② 自

治 区 内 の 自 治 州 （ ５ つ ） と 自 治 県 （ ６ つ ） の 人 民 代 表 大 会 が 、「 自 治 条 例 」「 単 行

条 例 」、③ ウ ル ム チ 市 の 人 民 代 表 大 会 及 び そ の 常 務 委 員 会 が 、「 地 方 性 法 規 」、④ 新

疆 ウ イ グ ル 自 治 区 人 民 政 府 が 、「 地 方 政 府 規 則 」、⑤ ウ ル ム チ 市 人 民 政 府 が 、「 地 方

政 府 規 則 」 を そ れ ぞ れ 制 定 す る が で き る こ と を 明 ら か に し た 。 ま た 、 新 疆 ウイ グ

ル自 治 区 の地 方 立 法五 十 数 年の 歴 史 に直 接 影 響を 与 え てい た 出 来事 は 何 だっ た

のか に つ いて も 明 らか に し た 。  

２ 、 法 体 系 に つ い て  

 中 国 に お け る 地 方 環 境 立 法 の 分 類 方 法 （ 体 系 ） を 提 案 し た 文 献 や 研 究 が 存 在 し

な い た め 、 筆 者 は 新 し く そ の 提 案 を 試 み た 。 そ し て 、 そ の 分 類 方 法 （ 体 系 ） を 用

い る こ と で 、 本 稿 の 対 象 と す る 新 疆 ウ イ グ ル 自 治 区 に お け る 地 方 環 境 立 法 の 全 体



象 を 無 理 な く 提 示 す る こ と が で き 、 か つ 、 例 え ば 次 の よ う な 考 察 を 得 る こ と が で

き た 。 ダ イ ナ ミッ ク な地 形 的 構造 を も って い る 新疆 に お ける 環 境 問題 は 、 単一

の行 政 区 域の み で 解決 可 能 な環 境 問 題 は 少 な いの が 実 情で あ る が 、 複 数 の行 政

区域 に ま たが る 環 境問 題 を 統一 管 理 する た め の 自 治 区 レベ ル の 地方 性 法 規の 数

が 3 件 に とど ま っ てい た 。そ の 原 因 は行 政 の 部門 間 の セク シ ョ ナリ ズ ム が、行

政区 域 間 でも 見 ら れる も の と推 察 さ れた 。 い ずれ に し ても 現 状 では 自 治 区レ ベ

ルで の こ の種 の 立 法は 不 足 し て お り 、今 後 は この よ う な地 方 性 法規 の 制 定が 課

題で あ る 旨指 摘 し た 。  

３、 新 疆 ウイ グ ル 自治 区 環 境保 護 条 例 に つ い て  

 新 疆 ウ イグ ル 自 治区 の 地 方環 境 立 法の 内 そ の頂 点 に ある 「 新 疆ウ イ グ ル自 治

区環 境 保 護条 例 」 の内 容 を 、条 文 を 頼り に 明 らか に し 、例 え ば 、次 の よ うな 指

摘を し た 。新 疆 の 環境 に 関 する 基 本 法的 条 例 であ る 「 新疆 ウ イ グル 自 治 区環 境

保護 条 例 」に は 、 新疆 で 重 大な 環 境 問題 と な って い た 砂漠 化 、 森林 と 草 原の 破

壊、 そ し て野 生 動 植物 の 減 少に 関 し て具 体 的 な規 定 が ない こ と を指 摘 し た。 そ

して 何 れ も重 大 な 問題 に も かか わ ら ず環 境 保 護の 基 本 条例 に 全 く規 定 が 存在 し

なか っ た 理由 は 、 この 環 境 保護 条 例 を主 に 所 管す る 行 政主 管 部 門は 環 境 保護 庁

であ る た め、 他 の 行政 主 管 部門 （ 林 業、 農 業 、土 地 、 水利 等 ） が管 轄 す る分 野

への 言 及 を避 け た ので は な いか と い うこ と で あっ た 。 今後 は こ の環 境 保 護条 例

のみ な ら ず個 別 立 法に お い ても 、 こ れら の 分 野へ の 自 治区 と し ての 立 法 活動 を

行う こ と が課 題 で あっ た 。  

４、 新 疆 ウイ グ ル 自治 区 タ リム 川 水 資源 管 理 条例 に つ いて  

 自 治 区 レ ベ ル の 地 方 環 境 立 法 の 内 、 特 に 地 域 性 の 強 い 「 新 疆 ウ イ グ ル 自 治 区 タ

リ ム 川 水 資 源 管 理 条 例 」の 内 容 を 、条 文 を頼 り に 明ら か に し、例 えば 次 の よう な

指摘 を し た。 本 条 例で は 、 中華 人 民 共和 国 水 法に な い 独自 の 組 織 、 す な わち タ

リム 川 流 域水 利 委 員会 ・ 執 行委 員 会 ・タ リ ム 川流 域 管 理局 を 創 設し て い たの が

最も 大 き い特 徴 と なっ て い た。 こ の 管理 体 制 は、 タ リ ム川 の 問 題が 大 き くな り

すぎ て 、 国の 設 置 した 水 行 政主 管 部 門 の 内 部 組織 の み でこ れ を 扱う に は 限界 が

あっ た た め創 ら れ た 。 し か しな が ら 、 こ の 管 理機 構 に つい て は 実際 の 執 行に あ

たっ て い くつ か の 問題 が 生 じて お り 、そ の 解 決が 今 後 の課 題 で あっ た 。  

５、 新 疆 ウイ グ ル 自治 区 に おけ る 地 方環 境 立 法の 執 行 過程 に つ いて  

 2 0 1 3 年 の 筆 者の 自治 区 環 境保 護 庁 への 聞 き 取り 調 査 結果 に お いて 、法執 行の

難し さ の 原因 と し て 回 答 者 が最 も 強 調し て い たの は 、 次の 点 で あっ た 。 すな わ

ち、 新 疆 では 人 民 政府 が 民 間の プ ロ ジェ ク ト を誘 致 す るた め に 企業 に 一 定程 度

の優 遇 政 策を 行 う 等経 済 重 視政 策 を 取っ て お り、 こ れ によ り ① 人民 政 府 は、 環

境保 護 庁 のこ れ ら 企業 に 対 する 環 境 法執 行 に 対し て 相 当程 度 の 政治 的 圧 力を 加

えて お り 、そ れ に 伴い ② 人 民政 府 の 建て た 予 算に お い て環 境 保 護庁 の 予 算が 少

ない も の とな っ て いる と い うこ と で ある 。 今 後は 、 依 然と し て 残る こ の よう な

経済 重 視 の 政 策 方 針を 少 し でも 環 境 保護 重 視 の方 向 へ もっ て い くこ と が 、大 き

な課 題 と なる こ と を示 し た 。そ の 他 執行 機 関 の科 学 的 知識 の 不 足等 も 法 執行 の

難し さ の 原因 と し て挙 が っ てお り 、 その 克 服 が課 題 と なっ て い た。  


